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　市民の生命・身体・財産を守ることを任務とする消防機関は、法律に基づき、原則として、

市町村単位で運営されています。

　各消防機関には消火・救助活動を実施する精鋭部隊が置かれており、地域住民の「安全・安心」

を守っています。

　しかしながら、大規模災害や特殊な災害が発生したとき、被災地の消防機関だけでは、対

処できないことも想定されます。

そんなとき………

被災地の要請を受け、空から・陸から応援部隊が駆けつけます。

　この応援部隊こそが、すなわち「緊急消防援助隊！！」地域を越えた消火・救助活動を実施

します。

緊急消防援助隊～被災地に向け、いざ集結！！～

■消防庁消防防災・危機管理センター
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【編集後記】「台風第 19 号と洪水ハザードマップ」

　台風第 19 号に伴う記録的豪雨により、千曲川や阿武隈川をはじめ中小河川も含めて全国で 71 河川、

140 か所で堤防が決壊した。浸水地域がほぼハザードマップの想定通りの被災地もあったが、浸水想

定区域から外れた場所が浸水した被災地も少なくない。水防法が平成 27 年に改正され、洪水浸水想

定区域を含む市町村は、千年に一度レベルの最大雨量（旧基準では数十年から百年に一度程度の計画

規模）を想定して洪水ハザードマップを作成することとされている。旧基準では対象となる 1,347 市

区町村のうち 98％が作成、公表しているが、新基準では３割程度に止まっており、洪水ハザードマッ

プの早急な見直しが求められる。

　一方で洪水ハザードマップが災害時に有効に活用されているかという問題もある。昨年の西日本豪

雨で大規模に浸水した被災地では、ハザードマップの内容を把握していた世帯は２割強に止まるとい

う調査もある。洪水ハザードマップの内容が住民に十分に周知され、それを前提とした避難訓練を繰

り返すなど、市町村をはじめ地域の自治会や防災組織など総力を挙げた取り組みが期待される。

一つの命を守ること

綿々と受け継がれ、将来多くの可能性を持つ尊い「生命」

消防は「生命を守る」という使命に全力で立ち向かいます

普段は地域住民のために、消防活動を続ける部隊

いざ、大災害が発生すると全国の部隊が一致団結して、

国民の命を守ります

これが消防の誇りなのです
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「All for one」………使命は守ること

出光興産北海道製油所原油貯蔵タンク火災

緊急消防援助隊


